
厚生労働省発 医政第 1 2 0 9 0 0 5 号

I「1戎 2 0 々 1 1 2 月  9 日

作 椰 j と府 県 知 事 殿

厚 生 労 1 動事 務 次 官

モ
F成 20年 度医薬占11等研究開発設備整備貸のll l庫補助について

標記の1呵序補助金の交付については、平成 20年 9月 26日 厚生労働省発区政第09260

0 3け厚イ|二労働事務次官通知の別紙 「平成 20年 度医薬品等研究開発設備整備費補助金交

付要細J(以 下 「交付要綱」 とい う。)に より行われているところであるが、今般、交付

要細の ‐部が月十1添新1日対照表のとお り改正 され、平成 20年 10月 16「ヨから適用する

こととされたので通知する。

なお、貴管内関係機関等への周知等につき御配慮願いたい。
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コ↓く
｀
F成 20年 度医薬品等研究開発設備整備費補助金交付要綱

(迫 )コ1)

1 1夕i来||11特研究開発設備整備 費補助金 については、予算の範囲内において交付す るも

の とし、補助金特に係 る予算 の執行の適正化に関す る法律 (昭和 30年 法律第 179

け)、れ精助金年に係 る予算の執行の適石に化に関す る法律施行令 (昭和 30年 政令第 25

5ケj)及 び厚生労lllllj省所管禍i助金牛交付規則 (引二成 12年 最権 令第 6号 )の規定による

ほか、この交付要綱の定めによるもの とす る。

(交付の |1的)

2 こ の綱i助企は、大学等で培われた再41医療分野の優れた 日本 の技術 を育成 し、l ltl内

での研究的に旅の実施体制 を確 立す るため、細胞実験機器等の設備 を整備す ることに

よ り、 十1本発の移モ薬品 ・医療機器 の創 出を促進 し、|∃民の保健衛生の向上に資す るこ

と及び 「ギ1新的に英|『1・医療機器創出のための 5か 年戦W体Jの ドで実施す る医某品i等

げ)1岩1発に1州l llするイけF究 (11)S ttH胞に関す る研究等)に 対 して、研究機器牛の牲備 を

イrい、 +1可1塊ヽ焼イr卜力1占ILに 高布好づ
ネ
る技納f勝‖発のイ足進等に資司

~る
ことを 目由勺とう

~る
(〕

(交付ヴ)対象)

|〕 こヴ)れ情助金は、次の事業を交付の対象 とす る。

(1)li「/liに)支〔推 lll八株控備 車業

ヽ
|え成 20年 9サ126Hに 政発第 0926003塔 ム

厚生労1動省医政局長連知の)j十1紙 「11チIL

Iケilヤ〔||た辻 )た艦4に備 事業実施要綱」に基づ き、人学病院件厚電i労働 大にが認める 杵が

″
)こ施する|li41il夕こ療推進基盤整備事業

(2)ギ t'9「的|え某古|,牛研究機器雅備 キf業 (11つ S細 胞等創来方に株整備Ⅲ米)

1`4成2(メ ト12月 911医 政発第 1209010籾 有二/L労働官|=政局長j丘知の別紙 「iI)

S榊 ‖也件有1来米盤 堆備車業実施要綱」に基づき、1事生労働 人にが認めるイが実施す

る 11)S細 胞牛有11某)【株雑備 増1業

(生|1ヽ何1の'it,tジデ法)

1 こ のれlilリサイ上げ)資1寸符11[k、次により't‖|う
~る

もヴ)とヤ
'~る。ただ し、算|||さオ17こ行〔に 1,

()()()||1末満の端牧が41iじた場合には、 こ 'しを|ブ〕り捨てるものとJ る`と

( 1 ) | |「/ l i lクi妹雑進米艦牲備 キ米

11, 十ケtヴ)Aげ'第2‖判にケi:y)るナ長4に灯1よ第 1〕州|‖にダどめるネ1象ネトJ皆ヴ)サ〔支||1午デ1.1:をお低設ご

とにけヒ岐 |ナて少オ出 ルヽの何1を避ケど'る (」



り Ⅲl)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比

岐して少ない方の額に第1「欄に掲げる補助率を来じて得た額の合計額を交付額とす

る.

( 2 )ギ tt t i由く〕1先こ楽l吊等研究機器堆備事業 (iP S細 胞等創英基嫌整備 宇米)

0 次 のよの第 2棚 に定める基準額 と第 3棚 に定める対象経費の英支‖1額とを施設 ご

とに比岐 して少ない方の額 を選定す る。

_21  ●によ り選定 された額 と総 事業費か ら告付金その他の収入額 を控除 した額 とを比

峡 して少ない方の額 を交付徴 とする。

3 対 象 経 費

事業の実施に必要な細胞実験

機器等の備品購入費 (取付エ

事費を含む。)

lヵり「当たり

206,000 iT十11
ド「41レこ煉

推進基相生

雑備 弓f米

1 十六う)

■'「山匂|クこ

来||li杵何「

字ヒ1粒祢||“

併l i  l l 准

(1 1)ヽ

ネ||||1也↑キ台||

払|〔九【|lilk

併l i  l l 准)

2)た  準  傾 〕対 象 経 費 4 1111 111」 キく

1 か所半1たり

912っ0001T十11

Ⅲ米の実施に必要なイリ「究機材|

牛 (シーケンサーー及び質 壮分

析装iま牛)の わ桁|l t i席人費 (収

付!1 1■貸を含む。)

定  額



(夜|、1決定ヴ)卜
~限

)

5 4で 定める算||1方法により算出された 1品 あた りの交付額が、 25万 lilに満たない

設備については、交付決定を行わないものとする。

(夜付の条件)

6 こ の補助金の交付の決定には、次の条件が付 される()のとする。

(1)|1手米に要する経費の配分の変更は してはならないものとする。

(2)弓 f業の内容の変更 (ただ し、唯微な変更を除 く。)を する場合には、1享生労lSll大

|十二の承認を受けなければならない。

(3)111業を中 111し、又は廃 lljする場合には、厚生労llllll大臣の水認を受けなければなら

ない。

(■)!|'米が 予定のサリ|1削内に先 「しない場合又は事業の遂行が困難 となつた場合には、

速やかにriIイに労働人|千こに報告 しその十旨夕jくを受けなければならない。

(5).||たに1上り取得 し、又は効用の増加 した価格がヽllll1 5 0万円(民間i・ll体にあつては

3()力
^llll以

liの機械及び器共については、補助金牛に係 る予算の執行の適に化に関

する法イト施行令第 14条 第 1取第 2号 の規定により厚生労働大臣が別に定める期間

を経過するよで、厚
/1労1動大1京の承認 を受けないでこの補助金の交付の |:1的に反 し

て使用 し、談波 し、交換 し、貸 し付け、llB保に供 し、又は廃束 してはならない。

(6)|'41i労働大IIの水1認を受けて)瑚Ⅲ荘を処分することにより収人があつた場合には、

そのJ文人の合部 又は キ|`を回川こに納十寸させ ることがある。

(7)||ヰ業により取イヤ|し、又は効サ11の増)サ||した期
｀
産については、車業先丁後において t)

i咋11な竹Pi!打のヤii意をt)つて行FIするととt)にその効キ的な連甘を1文|らなけれtrギな

↓r)オrいr)

(樹)愉 上り」企 と'if kに係る高LI処キ類年の4千州!については、次によるt)のとする,

ア れ情助卒業杵が地方公共「H体の場合

術助金と|「子業に係る予算及び決算 との関係 をり1らかににンた第 1け様人による調

||十を作成 し、これを中i業の先 Tの ||(軒 米の中 IL又は廃 ILの承認を受けた場合に

|ょ、その承認を受|)た11)の瓶する年度の終 F後 5イ|:ll判保管 しておかなけ1/しばな

らオrい1)

イ 相 i助JI米杵が地方公サ峰IJ体以外の場合

Ⅲ
ll米に係 る収入及び文出を|)|らかにした帳待を備え、ドlf亥収 人及び支出につい

て、品に拠 洋独を4“Pはし、かつ、ド1該帳作及び ll拠洋サザ1をⅢ業の先 lナげ)||(1 1 1米の

十1+lli又は廃 llその承認を受けた場合には、その水認を受|ナた 11)の片汁うるキ11にの終

r後 5イ||ドキ1傑侶
'して↓おかな↓す'′しばなら注rい.

(1))補 助
「
11 ktt r後に、消賞税及び地方消すや汗'この|||キliにf上り術助金に係る対

11賞
「)と及び

地ブブヤ111!ti'こに係る十li人挫除枕額が確定 した場合には、第 ■巧様人にlkりiとやかにlt声



/liヴし
'1助

人|工に判押十しなけれ,ずならない。

なお、補助Ⅲi米杵が企ll・l的に事業を展開する組織の ‐支部(文は一支十11、 本文所等)

であって、rlら消費机及び地方消費机の中告を行わず、本部 (又は本社、本所牛)で

ず1貸税及び地方消費税の中告を行つている場合は、本部の諜机売 上告1合年の中告内

容に)1【づき報告を行 うこと。

長た、厚li労働大肝rに報告があつた場合には、当該消費税及び地方消賞机に係る

仕人枠除税額の企額又は 一部を田席に納付 させることがある。

(10)術 助 車業者が|ヨ所管の民法法人である場合、この補助金に係 る支出|)1和‖キを第 5

,j様氏により作成 し、l lslからの補助金牛全体の往額及びその年間収入に対する側合

をノi(すど十IJモに添付 した にで、計算喜1類年 と併せて事務所に備 えl・l‐け公開するととも

に、決算後 10「 1を経過 した H又 は |`二成 21年 7月 10日 のいずれか|ユい |!|までに

|ギメli労1動省 (及0ミ法人所管打寸省)ヤこ報告 しなければならない。

(11)こ の補助金に係 る補助企の交付 と対象経費を重複 して他の補助企牛の交付を受け

てはな|)ない。

(中f市手続)

7 こ の補助金の交付の中請は、第 2け 様氏による中詰 許に関係 r告類 を添 え

oイ|を11)12011ま でに厚ノ|:労働 大けこに提 出す るの 1)のとす る。ただ し、

特台|1来サi【盤伴備
1lf業については、平成 21年 1)19日 まで とする。

~て
、 1`たル蛇2

i l)S糸1田月包

(変更中市 千統)

岩 二 げ)術助企の交|十ヽ決定後の事情 の変 更によ り

を行 う場合には、 7に 定める中詰 手続 に従い、

た」
~る

|

中詩の内容を変更して追加1交付中討特

|`えナ)蛇2 1 411 1 )11 2 0 11 卜k~Gに そjとう |)びつ

(交|十ヽ決定 十長での標準的)り||1料)

)ヽ|十戸/liヴし
'働

大|||は、 7又 は 思による中f肯洋が到達 した ||から起う任してルi〔|い|として 2)|

り、内に交付の決定 (決定の変更を含む。)を 行 うt)αつたす る。

(格柘i助命の慨併払)

10 1唱は、|li〔卿1としンて支払 うノ`ミき額 をf輸:定した後、れ精助
.‖kイ が提 |||する精研t桜、請求 洋

にサltういて好l_/、いをfrう。この場合において、1呵は、補助Ⅲ米者か rD i出法オr十litttll、fli

求 itlを'1lPI!ヒンてから述やかにこオ
″
しをしなけオし|ずならないぃ

ただ |、 れ打|リサlf米杵が概算1/、による支材、を要マ4する場合には、|IJ II【相ilり)可f業杵の資

ヵ、祈|「上リメド業げ)内容及び lf務の内容牛を勘楽 し、ど〔にやなを得ない と認y)た場合には、

二れを'|」拷人||モ||二協議 し、水語が得 られた場合には概算|ムをすることができる,



(実績服|!r)

H こ の補ilりJ企の事業実績報告は、第 3号 様式による報告吉に関係 書類を添えて、事業

の先Tの ||から起算 して 1)1を超i邑した H(6の (3)に より事業の中 1に文は廃J11の

水認を受けた場合には、当f亥承認通知を受llWした 日から 1月 を経itt L′た 日)又 は平成

21年 4月 1011の いずねノか早い日までに厚111i労働大臣に提出するのものとする。

(1‖i助金の返還)

12 )ギ|11労働大lllは、交付す/ミき補助金の額を確定 した場合において、既にその額を超

える十li助金が交付 さオRフているときは、期限を定めて、その超える門S分についてIIslll13に

返避することを命ずる。

(その他)

13 オ十月+1の年十1予により4, 7, 8及 び Hに 定める算定方法、手続によることができない

場合にはあ'Dかじめ1字:/十二労働大にの承認を受けてその定めるところによるものとする。
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第 2)j‐様式
番       巧

F`I抗 41i 月  十!|

) , / L 労働 大 臣  殴

補 助 事 業 十 イ1 日J

平成 20年 度医薬r枯等研究開発設備整備☆

lj lttll子市Lpl金捺ゴ寸|11言古千寧

1,摂祀について、次により円席補助金を交付されるよう関係半類を添え_て中言liする。

1 1帥 l i補助金中言1手額  金

2  4fl米σ)柾)写〔

3 祥 賞|)千要額訓 (別紙 (1)の とお り)

■ 11業 計Ff lキ(月|1紙(2)の とお り)

1 明

5 添 付 洋類

(1)収 人 _1/出千併■ (兄i△詳キ)抄 本 (ド!lf亥補り」Ⅲ米の 支||1予定額 を備 考欄 にii己人す る

二た)

(2)tヴ )他参考 となる資料|
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( i  i l ) 1  「【分 」 欄 に は 、 交 付
‐l 対象 とな る 事業 の 名林 及 び 施 設 名 を 記 哉 す る こ とぅ

2  「 注 忙 額 J 欄 に は 、 ( D ) と ( E ) を 比 較 して 少 な い 方 σ) 額 を記 入 す る こ と.

」  「 田 鳴i 補助 基 本額 J 村柚 よ、 ( C ) と ( 「r ) を 比 較 して 少 な い 方 の 有痕を 記 人 す る

―
 ル

■  「 「帥 l i 補1 功所 要 額 」 欄 は ( G ) l t l に記哉 され た 額 に 補 助 率 を 乗 じて 得 た 額 を記

み、
ヤ
' る こ と,

た だ L ァ、施 設 ご と に 1 ,  0 0 0 円 未 満 の 端 数 が 生 じた 場 合 に は 、 こ れ を 切 1 合て

る キ) の とす る,
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番      写

下Fナ戊 年二 月   ||

補 助 事 業 者 名 印

平成 20年 度医薬辞i等研究開発設備整備費

1可庫補助金事業実績報告書

十`二成 年  )1 1 1厚 生労働行発医政第   号
ムで交付決定を受けた標記について、次

のとお り十月係 |十独を添えて報告する。

1 11Jサ|ドれ肯り」金精算額  命

2 111たの「在類

|; 1桂賞,す「要額精算♯ ()jll紙(1)の とお り)

■ 11+業|え績報告キ ()!|1紙(2)の とお り)

5 添 |十ヽ,1+サ預

(1)|1文人支出決算 iヰ(見込 キ)抄 木 (当該補助車業の 支出 予定額 を備 ち欄 に十記人する

こと)

(2)17!村 Jf!Wメ|メし、 な尖Jtt i)旬1年のtけし

( t t )をヴ)他参考 となる資料|
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朕 式

番

平成

| ! 岸l i 労働 大 臣I 殿

術 助 事 業 ヤ 名   印

十`え成 2 o年 度 消 費税 及 び 地 方 消 費税 に係 る 仕 入控 除 税 額 報 f i苦

｀
1 4 ) 戊 午  ナ!  日 厚 r L 労働 省 発 1 束政 第  号 に よ り交 付

‐
決 ケどが あ っ た

|` え成 2 0 年 度 1 東菜 1 甲1 年研 究 開 発 設 備 禁 備 賞 補 助 金 に つ い て 、 平 成 2 0

イ| : 度に 来 | | I Ⅲ作 研 究 開 発 設 備 整 備 賞 補 助 金 交 付 要 綱 6 ( 0 ) の 規 定 に よ

づ き 、 ドi 手己の とお り報 告 す る。

l  l l l  l リサ企 年 に係 る 千第 の 執 行 の適 コ1 化 に 1 業| する法 律 第 1 5 条 に ) に才づ

く額 の 冊ニケど額 又は 事業 実 績 報 告 額

金         円

2  ヤ l t i ど皆村を及 び 1 地方 ずi 費机 の 中告 に よ り確 定 した 消 費 税 及 て, ミJ 也方消 費

| と1 1 係る | | : 人搾 除 税 傾 ( 要 l q ルI I 補i 助金 に逃 和 1 路額 )

111

汚|1添参 考 とな るキ ナ,1 ( 2の 金 額 ヴ)店 算 の 内 部R件 )
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第 5号 様式

平成 2o年 度補助金等支出明細書

公益法人名

(注)千 円未満の端数は四捨五入す ること。

フ 再 補助 u再委託等の割合

千 円

千 円

千 円

千 円

千円

0 / o ( B / A )


